
 

 

 

｢龍田｣はじめ、出張所を 

「総合出張所」へ機能拡充を！ 

 ｢総合出張所｣と｢出張所｣の業務に

は大きな差があり、下表のように、

日常の身近なサービスが、一般の｢出

張所｣ではできません。地域住民から

は、公平なサービス提供を求め、区

役所から最も遠い「龍田」を｢総合出

張所｣へと機能拡充を求める請願・陳

情が繰返されています。住民の声に

応え、出張所機能を拡充すべきです。 

 

「出張所」でできること 

・ 戸籍・住民票・印鑑登録・埋葬許可 

・ 国保・国民年金の資格取得・喪失 

・ 税の証明、納付 

・ 原付等の標識公布・廃車・名義変更 

・ さくらカード返還のみ 

・ 介護保険証返還・住所変更等 

・ 保護変更申請 

・ 子ども手当住所氏名変更 

・ ひまわりカード回収のみ 

・ 市民協働に関すること   など 

・  

 

 

 

 

 

 

居住地の｢区役所｣でしか 

できないこと 

 生活保護の受給や相談等は、居住

地区役所でしかできません。無理な

合併の弊害として、旧合併町など、

｢区役所｣が不便です。生活保護など、

福祉的なサービスを受ける人が「区

役所」を利用します。このままでは、

時間的にも、交通費負担も重いので、

｢出張所｣の機能拡充と合わせ、｢区バ

ス｣の利用者負担を軽減すべきです。 

 

｢総合出張所｣では、（出張所業務に加えて）  

・ 国民健康保険の保険証再発行・減

免・給付など 

・ 後期高齢者医療・年金に関すること 

・ さくらカード申請 

・ 介護保険・高齢者福祉に関すること 

・ おでかけパス券など障害者福祉 

・ 保護申請・相談 

・ 乳幼児医療費助成・ひとり親家庭医

療費等の申請 

・ ごみや施設使用に関すること など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「区役所」に設置される課 

・ 総務企画課（防災・広報など） 

・ まちづくり推進課(ゴミ・土木) 

・ 区民課（戸籍・国保・年金など）  

・ 福祉課（高齢者・介護・障害者福祉等） 

・ 保護課 (生活保護) 

・ 保健子育て課（乳幼児健診・保育） 

・ 税務課 

・ 産業振興課 (農業関係) 

   ＊産業振興課は中央区になし 
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大
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ダ
ブ
ル
選
挙｣

に
思
う
こ
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な
す
ま
ど
か 

 

大
阪
ダ
ブ
ル
選
挙
は
、
い
ず
れ
も
「
大
阪
維
新
の
会
」
の
候
補
が

勝
利
し
ま
し
た
。
大
阪
都
構
想
と
公
務
員
改
革
な
ど
を
か
か
げ
た
橋

下
氏
。
大
阪
都
構
想
を
実
現
す
れ
ば
す
べ
て
が
う
ま
く
い
く
か
の
よ

う
な
幻
想
を
ふ
り
ま
き
、
既
得
権
益
を
徹
底
的
に
バ
ッ
シ
ン
グ
す
る

こ
と
で
支
持
を
獲
得
す
る
や
り
方
は
、「
自
民
党
を
ぶ
っ
壊
す
」「
構

造
改
革
な
く
し
て
景
気
回
復
な
し
」
と
の
訴
え
で
旋
風
を
お
こ
し
た

小
泉
選
挙
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
仮
想
敵
を
つ
く
り
二
者
択

一
の
選
択
を
迫
る
手
法
は
、「
な
に
か
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
の
幻
想
が
広
が
る
一
方
、
貧
困
や
生
活
苦
を
招
い
て
い
る
真
の
原

因
か
ら
有
権
者
の
目
を
遠
ざ
け
る
危
険
性
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
ま

す
。 

 

「
民
間
」
対
「
公
務
員
」、「
現
役
世
代
」
対
「
年
金
世
代
」
な
ど
、

気
が
付
け
ば
国
民
同
士
の
対
立
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
公
務
員
給
与
引
下
げ
は
、
民
間
給
与
の
更
な
る
引
下
げ
と
い

う
悪
循
環
を
招
き
、
年
金
も
減
ら
さ
れ
ま
す
。
庶
民
増
税
の
一
方
で
、

大
企
業
に
対
し
て
は
、
派
遣
労
働
の
解
禁
や
減
税
政
策
な
ど
儲
け
を

後
押
し
す
る
政
治
が
行
わ
れ
、
大
企
業
の
内
部
留
保
（
貯
め
込
み
金
）

は
２
６
０
兆
円
と
増
え
続
け
て
い
ま
す
。「
私
た
ち
の
真
の
敵
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
？
」
改
め
て
こ
の
点
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

と
感
じ
た
選
挙
で
し
た
。 
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政令市になったら？ その 1  

｢区役所｣でできることは？｢総合出張所｣と｢出張所｣の違いは？ 

 

 

（区） （総合出張所） （出張所） 

中央区 

市役所 

 大江 

東区 

新設東町 

託麻 秋津・東部 

西区 

西部市民

センター 

花園・河内  

南区 

富合支所 

幸田・飽田 

天明・城南 

南部 

北区 

植木支所 

清水・北部 龍田 

 



日本共産党 市議会だより 2011年 12月 11日 

政令市移行に伴う市議会議員「資産公開」は透明度を高く！ 
熊本市議会議員の「資産公開」は国・県・市長並みでなく、福岡市と同等に 

    

国会議員・熊本県議・県知事・市長・14 政令市 堺市 福岡市 

資産などの報告書 記載内容 法律などとの相違点 法律などとの相違点 

①土地（信託している土

地を含む） 

所在、面積及び固定資産税

の課税標準額並びに相続

により取得した場合も同 

種別・共有持分につい

ても記載 

取得年月日についても記

載 

②建物の所有を目的とす

る地上権又は土地賃借権 

当該権利の目的の土地の

所在及び面積、相続も同じ 

共有持分についても

記載 

権利の取得年月日、その価

格についても記載 

③建物 所在、床面積、固定資産の

課税標準額、相続も同じ 

種別、共有持分につい

ても記載 

取得年月日についても記

載 

④預金（当座預金・普通

預金を除く）、貯金（普通

預金を除く） 

預金及び貯金の額 預入先、種別について

も記載（30 万円以上） 

当座預金についても記載 

普通預貯金は、同一人につ

き合計額が①議員 300 万

円以上、②議員の配偶者

200 万円以上、③議員が扶

養親族 150 万円以上 

⑤有価証券（金融商品取

引法第 2 条第 1 項、第 2

項に規定する有価証券に

限る） 

種類及び種類ごとの額面

金額の総額（株券にあって

は、株式の銘柄及び株数） 

銘柄についても記載 取得年月日、 

時価総額等 

についても 

記載 

⑥自動車、船舶、航空機、

美術工芸品（取得金額 100

万円を超えるものに限

る） 

種類及び数量 日常生活の用に供し

て い る も の に 限る 

（30 万円以上） 

 

⑦ゴルフ場の利用に関す

る権利（譲渡することが

できるものに限る） 

ゴルフ場の名称   

⑧貸付金（生計を一にす

る親族に対するものを除

く） 

貸付金の額 貸付先についても記

載（30 万円以上） 

 

⑨借入金（  〃  ） 借入金の額 借入元についても記載 

（30 万円以上） 

 

 

政令市移行により、熊本市議会議員の「資産公開」が、「政

治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する

法律」により実施されます。この間、議会活性化検討委員会で

は、「資産公開」の範囲が検討されました。 

日本共産党は、国・県・市長並みでなく、右表のように、福岡

市と同等に、土地は、取得年月日を記載し、預貯金は、議員以

外の配偶者・扶養親族まで記載するなど透明度を高めるよう求

めました。他の会派（自民、くまもと未来、公明、市民連合）は、

県議・市長と同等にするように主張しました。（条例は 3 月議会

で提案されます） 

政治倫理条例の改正は慎重に！ 
議会活性化検討会では、政治倫理条例についても、「調査

請求が有権者の 200 分の１でいいのか、署名収集期間を設

定しなくていいのか」などが、論議の対象にあげられています。  

日本共産党は、政治倫理条例については、慎重に対応すべ

きであり、拙速な改変に反対しています。 

 

 熊本市議会では、議員発議で「政治倫理条例」を 1990 年 3 月

制定しました。他都市の多くの条例は、「資産公開と汚職議員

への懲罰」が主な内容です。熊本市議会の特徴は、「市民の調

査請求」に基づき、「政治倫理審査会」が審査を行うことにあ

ります。その際、調査審議を有効に行うために、「事情聴取、

資料の提出、審査会への出席、資産報告書の提出」を要求する

ことができると規定しています。福岡市の政治倫理条例におい

ても、透明度の高い「資産公開」とともに、有権者の 50 人以

上の連署での「市民の調査請求権」が位置づけられています。 

国会議員、県知事、県議、市長、政令市における「資産公開」の範囲比較

表 

＊
①
～
⑨
す
べ
て
の
項
目
に
わ
た
り
、 

議
員
だ
け

で
な
く
、
配
偶
者
又
は
扶
養
す
る
親
族
が
有
す
る

資
産
な
ど
に
つ
い
て
も
記
載 

 


